
2020 年 5 月吉日 

 

 

検定窓口業務一時休止 ＜期間延⾧＞のお知らせ 

 

新型コロナウイルス感染症対策「緊急事態宣言」の延⾧に伴い、検定窓口業務の一時休止を
期間延⾧いたします。 
 
 
＜休止期間＞ 
  2020 年 5 月 29 日(金)まで 
  ※状況により、期間を延⾧する場合がございます。 
 
＜お電話の対応＞ 

この期間、お電話によるお問い合わせはお受けできません。 
検定事務局宛てのメールにて、お問い合わせをお願いいたします。 
６月 1 日(月)以降、順次対応いたします。 

 
＜その他の全ての窓口業務＞ 

６月 1 日(月)以降、順次対応いたします。 
 
業務開始後の回答に、お時間がかかる場合があることを、ご了承いただきたく存じます。 
ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 
 
 

連絡先 
MCPC 検定事務局 
E-mail:msec@mcpc-jp.org 


